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新たな防災気象情報に関する対応について 
 

 向暑の候 保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、本校教育に深いご理解と多大のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、５月２９日（金）より「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」に関しまして、新たな防災

気象情報として運用が始まりました。 

つきましては、下記の通り対応しますのでよろしくお願いします。 

 

                     記 

 

１ 新たな防災気象情報について 

 河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮 

警戒レベル５ 氾濫特別警報 大雨特別警報 土砂災害特別警報 高潮特別警報 

警戒レベル４ 氾濫危険警報 大雨危険警報 土砂災害危険警報 高潮危険警報 

警戒レベル３ 氾濫警報 大雨警報 土砂災害警報 高潮警報 

警戒レベル２ 氾濫注意報 大雨注意報 土砂災害注意報 高潮注意報 

警戒レベル１ 早期注意情報 

 

２ 登校前に警報等が発表された場合 

※網掛け部分はこれまでお知らせしていた部分を変更した箇所です） 

(1) 午前７時現在、与謝野町に河川氾濫、大雨、土砂災害に関する警戒レベル５（特別警報）・警

戒レベル４（危険警報）・警戒レベル３（警報）や、暴風雪、暴風、大雪に関する特別警報・

警報のいずれかが発表されている場合は、自宅待機とします。学校からの連絡はしません。（午

前７時以降、登校まで発表された場合も自宅待機とし、すでに登校している生徒については

安全に帰宅及び自宅待機ができる方法を確認し、指示します。） 

(2) 午前８時までに警報等が解除され警戒レベル２以下・注意報以下の情報になった場合は、給

食を実施し、始業時刻をさくら連絡網で連絡します。 

(3) 午前８時から午前 10 時 30 分までに警報等が解除され警戒レベル２以下・注意報以下の情報

になった場合は、自宅で昼食をとり、午後１時 30分までに登校し、午後の授業を行います。 

    ただし、警報等解除後も安全が確保できない状況にある場合は臨時休業とし、さくら連絡網

で連絡します。 

(4) 午前 10時 30分の時点でも警報等が発表中の場合は、臨時休業とします。 

 

３ 登校後に警報等が発表された場合 

(1) 基本的な対応 

ア 子どもの安全を第一に考え、授業を打ち切り下校します。 

イ 午前中であれば、給食を食べずに下校します。 

ウ 給食を提供できない場合は、給食費の徴収はいたしません。 

(2) 雨や風、発雷の状況で下校ができない場合 

状況に応じて学校に待機、または、保護者の迎えをお願いする場合があります。 

※「下校のお知らせ」「学校での待機」「迎えのお願い」等は、さくら連絡網等でご家庭に連絡さ 

せていただきます。 

                       【 裏面に続きます 】 



４ その他 

(1) 大雨時には用水路や側溝の増水等が予想されます。ご家庭におかれましては、警報等が発表

されていない場合でも、通学路が冠水するなどの危険な状況が見られる場合、お子さまの安

全のため、自宅待機等のご判断をいただきますようお願いいたします。その場合は、学校に

ご連絡ください。 

(2) 地震により「震度５弱」以上または、「危険な状況」が発生した場合は、自宅待機とします。 

 

◆ 気象警報発表区域については、「与謝野町」に発表されているかどうかをご確認ください。なお、

まとめて「丹後」（京丹後市・宮津市・伊根町・与謝野町）や「京都府北部」（「丹後」・「舞鶴・

綾部」・「福知山」を合わせた地域）といった表記になることがありますので、ご注意ください。 

 



防災情報等に関する登校等判断一覧表 

与謝野町立江陽中学校 

 

※すべて対象地域に「与謝野町」が含まれていること 

 

１ 気象警報等について 

河川氾濫・大雨・土砂災害に関する警戒レベル３以上の情報が発表されたとき 

暴風雪・暴風・大雪に関する特別警報・警報が発表されたとき 

 

午前７時段階 → 自宅待機 

 

   午前８時までに解除されたとき → 給食実施、さくら連絡網で登校時刻を連絡 

 

   午前８時から午前 10 時 30 分までに解除されたとき  

→ 自宅で昼食午後１時 30 分までに登校 

 

   午前 10 時 30 分時点で発表中の時 → 臨時休業 

 

 

２ 地震発生時について 

   「震度５弱」以上または、「危険な状況」が発生したとき → 自宅待機 

 

 

３ 熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートについて 

（１） 熱中症特別警戒アラート 

＝京都府内すべての暑さ指数情報提供地点で指数35以上が予測される日の前日14時に発表 

  → 臨時休業（週休日や夏季休業中の部活動も中止） 

 

（２） 熱中症警戒アラート 

   ＝暑さ指数 35 以上が予測される日の前日の 17 時及び当日の５時に発表 

   ア 登校時間帯（午前６時～９時）の指数が 35 以上の予想 → 臨時休業 

                35 未満の予想 → 登校、学校で安全確保 

     ただし、下校時刻に厳しい状況が予想される場合は臨時休業の措置を取る場合がある 

   イ 登校した場合の下校時刻は、当日の時間帯別暑さ指数予測を踏まえて決定 

 

 

４ その他 

・ 発雷、J アラート、犯罪予告・テロ、クマ出没情報など 

 → 生徒の安全を第一に考え対応を協議します。 

・ 生徒の下校について、ご家庭からの迎えを依頼する場合があります。 

・ ご家庭への連絡が必要な場合は「さくら連絡網」を活用します。 


